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令和５年２月１日 

財務課 契約調達係 

契約保証金の取り扱いについて 

【契約保証金とは】 

  「契約保証金」は地方自治法等において定められている制度で、菰野町では契約締結時に契

約金額の 100 分の 10（10％）以上の契約保証金の納付を求めています。 

※契約内容により契約保証金が免除となる場合があります。契約締結時にご確認ください。 

 

【契約時に必要な手続き】※必ず契約日までに納付もしくは提出してください。 

  契約保証金の「現金」もしくは契約保証金に代わる担保として「金融機関の保証証券」（以

下「現金」という）の保管にかかる手続きは、上下水道課以外の事業の場合（注１）、会計課

にて行っています。 

下記の必要書類を持参の上、手続きを行ってください。 
 

 ＜手続きに必要な書類＞ 

  

  

 

 

  契約保証を「前払保証事業会社の保証証書」や「履行保証保険証券」（以下「保証証書」と

いう）で提出する場合は、財務課で手続きを行っています。紙ではなく電子認証で提出する場

合は、認証キー(pdf)を財務課にメールで送信してください。 
 

注１：上下水道課所管事業については、上下水道課にて手続きを行ってください。 

 注２：契約書に記載されている受注者名と保管金受入通知書に記載する納入者名が異なる場

合は、その旨を納付時にお伝えください。（受注者⇒支店、納入者⇒本店として手続き

を希望する場合等） 

 

【変更契約を締結する際の契約保証金】 

  変更契約に伴う契約保証金の取り扱いは下記のとおりです。 

○請負代金変更（増額） 

既納の契約保証金だけでは「請負代金の 100 分の 10 以上」という条件を満たさなくな

るため、不足する契約保証金の納付と変更契約書に追加納付分の契約保証金額を記載する

必要があります。 

現金で納付する場合は、当初契約時と同じように現金と不足する契約保証金額を記載し

た保管金（証券）受入通知書を提出してください。 

保証証書で提出する場合は、事業担当課へ提出してください。 

※契約期間の延長を伴う場合は、変更後の契約期間も併せて記載してください。 

受入時 

現金（証券） 

保管金（証券）受入通知書（注２） 

落札決定通知書 

払出時 

保管金（証券）払出（還付）通知書 

検査調書 

口座振込申出書（※金融機関の保証証券の場合は提出不要） 

保管証 
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○工期のみを延長する場合 

   当初契約時に現金で納付した場合は、保管金（証券）受入通知書に変更後の契約期間を

記載し、変更契約時に提出する必要があります。 

 当初契約時に保証証書で提出した場合は、保証会社に変更届が必要です。 

※工事請負契約等における契約金額の変更が工期末に行われる（精算変更）等の場合で、契約保証

金の変更を要しないと認められた場合はこの限りではありません。 

 

【長期継続契約等の複数年契約における契約保証金】 

 履行期間が複数年度にわたり設定される契約での契約保証金の算定方法は単年度契約の場合

と異なり、基本的に、各年度に設定される支払予定額のうち最高額となる支払予定額の 100 分の

10 以上を契約保証金としています。 

  ○各年度の支払予定額が同額の場合       ○各年度の支払予定額が異なる場合 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※契約内容によっては、契約保証金が免除となる場合や算定方法が異なる場合があります。 

詳細については契約締結時にご確認いただきますようお願いいたします。 

 

※年額相当額の 100 分の 10 以上の契約保証金

を契約締結時に納付 

※各年度の支払予定額のうち 

最高額の 100 分の 10 以上の契約保証金 

を契約締結時に納付 

 


